
（様式２）

所管課名 森林づくり推進課 整理番号 3-24

処分の種類

根拠法令条例
等・条項

処分の概要

処分基準
（未設定の場合
はその理由）

基準の制定根拠

　未設定（過去に処分事例がないため）

　［参考］　林業種苗法第２９条第１項
　第２９条
　　１　農林水産大臣又は都道府県知事は、生産事業者又は配布事業者がこの法律若しく
　　　はこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したときは、こ
　　　れらの者に対し、種苗の採取若しくは育成に関し必要な処置を講ずべきことを命じ、
　　　又は種苗の配布を制限し、若しくは禁止することができる。

　－

行政手続法・行政手続条例適用の不利益処分に係る処分基準

　監督処分

　林業種苗法第２９条第１項

　法律、命令及び処分等の違反に対する監督処分


